
条
例
の
制
定

（２）

１８・４・３０

◆
三
鷹
市
男
女
平
等
参
画
条
例

男
女
平
等
参
画
に
関
し
基
本

理
念
を
定
め
、
市
、
市
民
、
事
業

者
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
男
女
平
等
参
画
に

関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計

画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
男
女

平
等
参
画
社
会
を
実
現
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
手
続
条
例

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定

め
、
こ
れ
に
よ
り
、
市
政
に
お

け
る
公
正
の
確
保
と
透
明
性
の

向
上
及
び
市
民
参
加
の
促
進
を

図
り
、
も
っ
て
開
か
れ
た
市
政

運
営
と
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を

推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
市
民
会
議
、
審
議
会

等
の
会
議
の
公
開
に
関
す
る
条

例
三
鷹
市
自
治
基
本
条
例
第
30

条
第
３
項
に
規
定
す
る
「
市
民

会
議
等
の
会
議
の
公
開
」
に
つ

い
て
定
め
る
も
の
で
、
こ
れ
に

よ
り
、
市
民
の
知
る
権
利
の
保

障
に
資
す
る
と
と
も
に
、
市
民

参
加
の
促
進
を
図
り
、
も
っ
て

開
か
れ
た
市
政
の
実
現
を
推
進

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

で
す
。

◆
三
鷹
市
国
民
保
護
対
策
本
部

及
び
緊
急
対
処
事
態
対
策
本
部

条
例「

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け

る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置

Ω
さ
ら
な
る
総
合
的
な
少
子
化

対
策
を
求
め
る
意
見
書

本
市
議
会
は
、
国
会
及
び
政

府
に
対
し
、
さ
ら
な
る
総
合
的

な
少
子
化
対
策
と
し
て
、
次
の

よ
う
な
施
策
を
実
現
す
る
よ
う

強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

Ø
抜
本
的
な
児
童
手
当
の
拡
充

を
進
め
る
こ
と
、
∞
出
産
費
用

負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
、
±

子
育
て
に
適
し
た
住
宅
支
援
の

◆
三
鷹
市
職
員
の
服
務
の
宣
誓

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

職
員
が
採
用
時
に
提
出
す
る

宣
誓
書
の
宣
誓
文
に
、
三
鷹
市

自
治
基
本
条
例
を
遵
守
す
る
旨

を
加
え
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
非
常
勤
の
特
別
職
職

員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

非
常
勤
の
特
別
職
職
員
と
し

て
、
新
た
に
五
つ
の
職
を
設
け

る
と
と
も
に
、
そ
の
報
酬
額
を

定
め
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
介
護
保
険
保
険
給
付

費
準
備
基
金
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

介
護
保
険
保
険
給
付
費
準
備

基
金
の
処
分
の
事
由
と
し
て
介

護
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
い

創
設
さ
れ
た
「
地
域
支
援
事
業

に
要
す
る
費
用
に
不
足
が
生
じ

た
場
合
」を
加
え
る
も
の
で
す
。

◆
社
会
福
祉
法
人
の
設
置
す
る

保
育
所
に
対
す
る
助
成
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
民
間
保
育
所
開
設
の
誘
導
を

図
る
た
め
、
社
会
福
祉
法
人
の

設
置
す
る
保
育
所
の
新
設
又
は

増
設
に
要
す
る
費
用
に
係
る
三

鷹
市
の
補
助
金
及
び
貸
付
金
の

額
に
関
す
る
規
定
を
改
め
る
も

の
で
す
。

◆
三
鷹
市
営
住
宅
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

公
営
住
宅
法
施
行
令
等
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
市
営
住
宅
の

使
用
者
の
資
格
等
の
変
更
を
行

う
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行

に
伴
い
、
精
神
医
療
給
付
金
の

支
給
対
象
者
を
「
市
町
村
民
税

非
課
税
者
」
か
ら
「
市
町
村
民

税
世
帯
非
課
税
者
」
に
改
め
る

と
と
も
に
、
当
該
給
付
金
の
支

給
額
は
、
引
き
続
き
自
己
の
負

担
の
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る

も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
ま
ち
づ
く
り
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
型
建
築
物
の
解
体
事
業
が

市
民
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
る
こ
と
に
対
応
す
る
た

め
、
解
体
事
業
者
が
解
体
事
業

を
行
う
場
合
に
遵
守
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
項
を
定
め
る
も

の
で
す
。

◆
三
鷹
市
介
護
福
祉
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
平
成
18
年
度
か

ら
平
成
20
年
度
ま
で
に
お
け
る

介
護
保
険
の
第
１
号
被
保
険
者

の
保
険
料
に
係
る
所
得
段
階
を

現
行
の
５
段
階
か
ら
６
段
階
に

増
設
す
る
と
と
も
に
、
保
険
料

の
額
を
改
定
す
る
も
の
で
す
。

◆
平
成
18
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
予
算

◆
平
成
18
年
度
三
鷹
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
18
年
度
三
鷹
市
下
水
道

事
業
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
18
年
度
三
鷹
市
再
開
発

事
業
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
18
年
度
三
鷹
市
老
人
医

療
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
18
年
度
三
鷹
市
老
人
保

健
施
設
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
18
年
度
三
鷹
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
18
年
度
三
鷹
市
受
託
水

道
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
17
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
４
億
674
万
８
千
円
を

追
加
し
、
総
額
を
579
億
３
千
887

万
６
千
円
と
す
る
と
と
も
に
、

繰
越
明
許
費
及
び
地
方
債
の
補

正
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
平
成
17
年
度
三
鷹
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
１
億
４
千
89
万
１
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
135
億
667

万
３
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
平
成
17
年
度
三
鷹
市
再
開
発

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）

再
開
発
費
の
「
三
鷹
駅
南
口

地
区
市
街
地
再
開
発
助
成
事

業
」
に
つ
い
て
繰
越
明
許
費
を

設
定
す
る
も
の
で
す
。

◆
平
成
17
年
度
三
鷹
市
老
人
医

療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）歳

入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
３
億
９
千
67
万
５
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
128
億
１

千
402
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に

つ
い
て
　

磯
谷
　
文
明
氏
（
再
任
）

◆
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
の
選
任
に
つ
い
て

外
立
　
憲
和
氏
（
再
任
）

実
藤
　
一
稔
氏
（
再
任
）

件
改
善
に
取
り
組
む
こ
と
、
≤

子
ど
も
の
医
療
費
無
料
化
を
拡

充
す
る
こ
と
、
≥
若
者
に
安
定

し
た
仕
事
を
確
保
す
る
こ
と
な

ど
、
子
育
て
環
境
の
抜
本
的
改

善
を
図
る
施
策
の
展
開
を
強
く

求
め
る
も
の
で
あ
る
。

Ω
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
の

所
得
制
限
の
撤
廃
と
小
学
生
以

上
へ
の
対
象
拡
大
を
求
め
る
意

見
書子

ど
も
が
病
気
に
か
か
っ
た

と
き
、
医
療
費
の
心
配
な
く
病

院
に
行
け
る
条
件
を
つ
く
っ
て

ほ
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
子
育

て
世
代
の
切
実
な
願
い
と
言
え

る
。
同
じ
東
京
都
民
で
、
住
む

と
こ
ろ
が
違
え
ば
、
医
療
負
担

も
違
う
と
い
う
の
は
問
題
で
あ

る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た

め
に
、
広
域
自
治
体
と
し
て
の

東
京
都
が
役
割
を
果
た
す
べ
き

で
あ
る
。
東
京
都
が
所
得
制
限

を
撤
廃
す
れ
ば
、
市
町
村
と
そ

こ
に
住
む
住
民
へ
の
支
援
が
拡

大
さ
れ
、
子
育
て
世
代
へ
の
、

そ
の
他
の
経
済
的
支
援
策
も
充

実
で
き
る
。
東
京
都
の
財
政
力

か
ら
い
っ
て
、
都
の
助
成
制
度

の
対
象
を
小
学
生
以
上
に
拡
大

す
る
こ
と
も
無
理
な
話
で
は
な

い
。
よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、

東
京
都
に
対
し
、
乳
幼
児
医
療

費
助
成
制
度
の
所
得
制
限
を
撤

廃
し
、
対
象
を
小
学
生
以
上
に

拡
大
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の

で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
英
国

が
、
２
月
23
日
正
午
（
日
本
時

間
24
日
午
前
５
時
）
に
西
部
ネ

バ
ダ
州
の
地
下
核
実
験
場
で
未

臨
界
核
実
験
を
行
っ
た
。
２
０

０
２
年
２
月
以
来
２
回
目
と
な

る
未
臨
界
核
実
験
の
共
同
実
施

は
、
平
和
と
核
兵
器
廃
絶
を
願

う
す
べ
て
の
国
家
、
自
治
体
、

市
民
の
意
思
に
真
っ
向
か
ら
挑

戦
す
る
行
為
で
あ
り
、
極
め
て

遺
憾
で
あ
る
。

ヒ
ロ
シ
マ
、
ナ
ガ
サ
キ
の
惨

禍
か
ら
半
世
紀
以
上
を
経
過
し

た
今
も
な
お
、
多
数
の
被
爆
者

が
そ
の
後
遺
症
に
苦
し
ん
で
い

る
現
実
を
直
視
し
、
人
類
の
未

来
が
破
滅
の
方
向
に
向
か
う
こ

と
の
な
い
よ
う
、
核
兵
器
を
廃

絶
し
、
恒
久
平
和
を
早
急
に
実

現
す
る
こ
と
が
、
我
々
に
課
せ

ら
れ
た
責
務
で
あ
る
。

非
核
都
市
宣
言
を
し
て
い
る

三
鷹
市
議
会
は
、
国
際
社
会
を

深
く
失
望
さ
せ
た
両
国
の
未
臨

界
核
実
験
の
実
施
に
強
く
抗
議

す
る
と
と
も
に
、
今
後
一
切
の

核
実
験
を
停
止
し
、
21
世
紀
を

核
兵
器
の
な
い
平
和
な
世
紀
と

す
る
た
め
努
力
す
る
こ
と
を
強

く
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。

可
決
し
た
議
案

第
１
回
定
例
会

市
長
提
出
議
案

議
員
提
出
議
案

当
初
予
算

条
例
の
改
正

意
見
書
・
決
議（
要
旨
）

貴
重
な
文
化
財
の
保
護
と
活
用

が
求
め
ら
れ
る
…
水
車
（
新
車
）

人
事
議
案

に
関
す
る
法
律
」
の
規
定
に
よ

り
、
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
さ

れ
た
市
町
村
国
民
保
護
対
策
本

部
及
び
市
町
村
緊
急
対
処
事
態

対
策
本
部
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
国
民
保
護
協
議
会
条

例
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け

る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置

に
関
す
る
法
律
」
の
規
定
に
よ

り
、
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
さ

れ
た
市
町
村
国
民
保
護
協
議
会

の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
障
が
い
程
度
区
分
判

定
等
審
査
会
の
委
員
の
定
数
を

定
め
る
条
例

「
三
鷹
市
障
が
い
程
度
区
分

判
定
等
審
査
会
」
の
委
員
の
定

数
を
定
め
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
文
化
財
保
護
条
例

産
業
・
社
会
構
造
や
市
民
意

識
の
変
化
に
伴
い
、
文
化
財
の

保
護
対
象
の
拡
大
と
保
護
手
法

の
多
様
化
を
図
る
た
め
、
現
行

条
例
の
全
部
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

第
１
回
臨
時
会

可
決
し
た
議
案

◆
三
鷹
市
市
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

地
方
税
法
等
の
改
正
に
伴

い
、
個
人
市
民
税
、
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
及
び
市
た
ば

こ
税
に
関
し
て
所
要
の
改
正
を

行
う
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

平
成
16
年
度
税
制
改
正
に
お

け
る
公
的
年
金
等
控
除
の
見
直

し
及
び
老
年
者
控
除
の
廃
止
に

伴
い
、
国
民
健
康
保
険
税
の
負

担
が
増
加
す
る
納
税
義
務
者
に

つ
い
て
、
負
担
の
緩
和
を
図
る

た
め
、
平
成
18
年
度
及
び
平
成

19
年
度
の
２
年
間
、
経
過
措
置

を
講
ず
る
も
の
で
す
。

充
実
を
図
る
こ
と
、
≤
子
ど
も

を
預
け
や
す
い
保
育
シ
ス
テ
ム

へ
の
転
換
を
図
る
こ
と
、
≥
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
等
の

質
量
と
も
の
充
実
を
図
る
こ

と
、
¥
仕
事
と
生
活
の
調
和
が

実
現
で
き
る
働
き
方
の
見
直
し

を
図
る
こ
と
。

Ω
抜
本
的
な
都
市
農
業
振
興
策

の
確
立
を
求
め
る
意
見
書

本
市
議
会
は
、
国
会
及
び
政

府
に
対
し
、
左
記
に
掲
げ
る
抜

本
的
な
都
市
農
地
保
全
・
農
業

振
興
に
取
り
組
む
よ
う
強
く
要

望
す
る
。

Ø
「
都
市
農
業
振
興
特
別
措
置

法(

仮
称)

」
の
制
定
も
視
野
に

入
れ
た
、
抜
本
的
な
都
市
農
業

政
策
を
確
立
す
る
こ
と
、
∞
相

対
的
に
地
価
の
高
い
都
市
部
、

及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
も
、

農
業
法
人
の
設
立
が
円
滑
に
行

え
る
よ
う
制
度
を
整
備
す
る
こ

と
、
±
認
定
農
業
者
制
度
を
都

市
農
業
に
も
マ
ッ
チ
す
る
よ
う

に
改
革
す
る
と
と
も
に
、
新
た

な
担
い
手
の
参
加
を
促
す
制
度

の
創
設
を
図
る
こ
と
、
≤
都
市

部
に
お
け
る
「
地
産
地
消
」
を

拡
充
す
る
と
と
も
に
、
市
民
参

加
型
農
業
や
、
総
合
的
な
「
食

育
」
の
一
層
の
普
及
推
進
を
図

る
こ
と
、
≥
右
記
の
政
策
課
題

に
対
処
す
る
た
め
、
関
係
各
府

省
・
機
関
に
よ
る
、
横
断
的
な

検
討
機
関
を
設
置
し
、
平
成
18

年
度
中
に
成
案
を
得
る
こ
と
。

Ω
子
育
て
環
境
の
抜
本
的
改
善

を
図
る
施
策
の
展
開
を
求
め
る

意
見
書

本
市
議
会
は
、政
府
に
対
し
、

Ø
長
時
間
労
働
を
な
く
し
、
家

庭
生
活
と
の
両
立
が
で
き
る
人

間
ら
し
い
労
働
を
取
り
戻
す
こ

と
、
∞
男
女
差
別
・
格
差
を
な

く
し
女
性
が
働
き
続
け
ら
れ
る

社
会
を
築
く
こ
と
、
±
保
育
所

や
学
童
保
育
な
ど
子
育
て
の
条

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
英
国
に
よ

る
未
臨
界
核
実
験
共
同
実
施
に

対
す
る
抗
議
決
議

条
例
の
改
正

補
正
予
算


